


3

3

4

4

5

6

6

7

7

8

8
9

9

10

10

11

11
12
12

13

13

14

14

15

15

16
16
17
17
18
18

〇LINE等SNSを使って、委員同士で連絡した

〇虐待が疑われると住民から通報があり、市役所（町村役場）に連絡した
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相談・支援活動

連絡調整回数

　分類する際は、活動記録冊子の別表（相談・支援活動
区分）の説明の中から相談・支援の内容に関連した言葉
を探しながら記入しましょう。
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相
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令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度
215,947 193,914 202,258 186,071 166,549

840,220 541,367 561,519 610,024 636,050

1,097,137 900,210 943,162 959,145 950,633

相談・支援活

北海道（札幌市を除く）における民生委員の活動状況の年次推移

動
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地域包括支援センター
地域包

括支援センター

　活動記録の活動回数等区分表を見ると、「相談・支
援活動ー相談・支援」の区分の説明のなかに、「見守
り支援」とあります。
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市役所（町村役場）に連絡
した場合など、「要保護児童」に関する連絡・通告や
仲介をした場合です。

証明（調査・確認等）事務の依頼書を受け調査した

「虐待が疑われる」と通報を受け、市役所(町村役場）に連絡した

　調査活動には、民児協独自で行う調査のほか、行
政や社協等から依頼される調査があります。いずれ
も「その他の活動―調査・実態把握（1）」に記入しま
す。
　記入するのは調査を行った件数です。聞き取り調査
も、調査票の配布・回収も調査活動として記入します。
　ただし「調査・実態把握（1）」には記入しない調査
活動もあります。それは証明（調査・確認等）事務に付
随する調査活動です。皆さんが「調査書」を発行する
ためには、事前に何らかの調査を行うことでしょう。
この場合の調査は「調査書」を発行するために行う調
査活動として「その他の活動―証明（調査・確認等）事
務（5）」に記入することになっています。
　具体的に発行までの間を考えると、まず①「依頼
書」を受け取る、②関係機関や依頼者宅を訪問し事実
関係等を調査する、③書類を作成する、④発行するな
ど、いろいろな活動があります。「証明（調査・確認

等）事務（5）」欄には、発行のためのこれら一連の活動
を記入します。記入方法は、何らかの活動を行ったら
1日のうちであれば1件、発行に要した日にちごとに
記入していきます。
　また、発行のための「訪問」「連絡調整」等は、そ
れぞれの該当箇所にもあわせて記入するのでお忘れな
く。
　①、②ともに、Ａさんに対する証明（調査・確認
等）事務と、民児協で行っている一人暮らし高齢者調
査の２つに分けることができます。
　①の証明（調査・確認等）事務に関しては、役所に連
絡し必要事項を調査していますので、「その他の活動
―証明（調査・確認等）事務（5）」に１件記入するとと
もに、「連絡調整回数―その他の関係機関（10）」に１件
記入します。民児協の調査については、５軒訪問し、
調査票を配布していますので、「その他の活動―調
査・実態把握（1）」に５件記入するとともに、「訪問回
数―その他（8）」にも５件記入します。
　②の証明（調査・確認等）事務に関しては、調査書を
作成しＡさんに渡していますので、「その他の活動―
証明（調査・確認等）事務（5）」に１件記入し、あわせ
て「訪問―その他（8）」に１件記入します。民児協の
調査については、2件訪問し、調査票を回収していま
すので、「その他の活動―調査・実態把握（1）」に２件
記入し、「訪問回数―その他（8）」にも2件記入しま
す。（合計３件記入）

   　「私の隣の家の子どもは、虐待を受けているのでは
ないか」と、担当区域内に住むある方から知らされ
ました。すぐに市役所（町村役場）にその通告を仲介
しました。

※要土日祝日、深夜など市町村の担当課が対応できない場合や、
事件性が高く緊急な場合は児童相談所へ直接通告してくださ
い。
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否確認や友愛訪問を目的として訪問した（あるいは
電話した）場合に、件数を記入する欄です。この例
の場合は、敬老会の招待状を配布することを主な目
的として訪問していると捉えますので、招待状の配
布を「訪問回数ーその他（8）」に記入し、安否確認
は記入しないことになります。

※「その他の活動」欄は、民児協主催（または他団体・グルー
プとの共催）の敬老会なら「地域福祉活動・自主活動（３）」、
他団体やグループが開催する敬老会であって招待状の配布に
協力してほしいと頼まれた場合なら「行事・事業・会議への
参加・協力（２）」となります。
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LINEで連絡した

　記入の方法は？
　委員同士で連絡をとりあったり相談・アドバイス
をしあったりした場合、電話・訪問・郵送すべてに
ついて「連絡調整回数－委員相互（9）」に記入してい
ます。最近、LINEを利用して５人に送信し、翌日１
人から返事を受信しました。

　LINE等SNSを活用した委員同士のやりとりも増え
ているようです。
　LINE等SNSでの連絡も、「連絡調整回数－委員相
互（9）」に記入してください。ただし、送る側は送
信が完了していることを、送られた側は内容を、そ
れぞれ確認したうえで記入してください。Eメールや
ファクシミリの送受信での連絡も同様です。
　この欄は、連絡「した」委員も連絡「された」委員
も記入します。
　今回のケースでは、①まず５人にLINEを送信して
いますので、「連絡調整回数－委員相互（9）」に５件
記入します。
　②そして翌日1人から返事を受信していますので、
「連絡調整回数－委員相互（9）」に1件記入します。
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